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令和元年６月２０日 

 

会員各位 

一般社団法人岩手県建築士事務所協会 

改正業務報酬基準（告示９８号）追加説明会（ＤＶＤ）ご案内（受講料無料） 

 

   時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

   当協会の運営につきましては、平素より特段のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

国土交通省では、平成３１年１月２１日に改正業務報酬基準が国土交通省告示第９８号とし

て公布・施行され、業務に応じた適正な報酬が得られるよう業務報酬基準の改正を行いました。 

   当協会では、４月に盛岡、北上にて改正業務報酬基準説明会を開催しましたが、より多く

の会員の方が受講されますように、６月、７月の毎週水曜日に追加説明会を開催いたします。 

つきましては、未受講の方、また再度受講ご希望の方等、ご希望の日にご参加くださいま

すよう、ご案内いたします。 

 

記 

 

● 主 催  （一社）岩手県建築士事務所協会 

 

● 受講対象 （一社）岩手県建築士事務所協会会員 

 

● 講習日   ６月～７月 毎週水曜日   

 

   

  

 

 

● 会 場   （一社）岩手県建築士事務所協会 ２階 大会議室 

               盛岡市名須川町１８－１６ 建築会館  

 

● 定 員   各回  １５名 

 

● 時間・内容 １４：００～１５：４５（ＤＶＤによる講習）    

             ① 報酬基準の改正内容について 

 ② 改正建築士法の概要（情報提供） 

  

● 受講料      無 料   

      

● テキスト    当日テキストを無料で配布いたします。 

 

● ＣＰＤ    ２単位認定研修 

 

● 申込み方法  受講申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸにて送信願います（受講票は発行

いたしませんので直接お越しください）。ＦＡＸ０１９－６５１－８６７７ 

 

● 締め切り   開催日の前日正午まで 
 

 

 

６月２６日（水） ７月 ３日（水） ７月１０日（水） 

７月１７日（水） ７月２４日（水） ７月３１日（水） 
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黒沢耳鼻科 

 

【会場地図】 

 
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「改正業務報酬基準（告示９８号）追加説明会」申込書 
 
                            

  一般社団法人岩手県建築士事務所協会宛 

ＦＡＸ ０１９-６５１-８６７７ へ送信ください。 
 

受講希望日 

希望日の〔 〕に○を記入下さい。 

   ６月２６日   〔   〕      ７月 ３日   〔   〕 

 

   ７月１０日  〔   〕          ７月１７日   〔   〕 

 

   ７月２４日  〔   〕      ７月３１日   〔   〕 

受講者氏名 

フリガナ 

事務所名 

 

 

・ 

 

 

（本町通り） 

岩銀本店 
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至・北山 

高林石材  

 

東顕寺 

高橋石材 

北山交番 

光台寺 

出光 GS 向い 

コンビニ 

中央郵便局 

仁王小学校 

北銀本店 NTT 
県庁 

上盛岡駅 
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事務所協会 

 

（一社）岩手県建築士事務所協会  TEL  019-651-0781 

  盛岡市名須川町 18-16 建築会館  駐車場１５台有り 

 

 


